
【案件】「第2期箕面市地域福祉計画」の策定について

出席者

委 員 市長、副市長、市政統括監

担当部 健康福祉部長、同副部長、健康福祉政策室長

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・「第2期箕面市地域福祉計画」の内容の決定について

結 論

・「第2期箕面市地域福祉計画」の内容について、原案を了とする。

質疑・意見等

Q: 計画の進捗管理はどのように実施するのか。

A: （仮称）地域福祉推進会議を設置し、地域福祉計画と地域福祉活動計画の

取組内容について整合性を意識した点検・評価を実施する。

Q: （仮称）地域福祉推進会議の構成メンバーは。

A: 外部有識者、市社協職員、関係する市部局室長等で構成する。

Q: 点検・評価結果の活用方法と具体の点検評価方法は。

A: 箕面市保健医療福祉総合審議会や社会福祉協議会の地域福祉活動推進委

員会に報告し、両計画の施策に反映する仕組みとする。点検・評価方法と

して、計画の施策・取組内容ごとに市の事業を抽出し、指標を設けるなど

を想定している。

以上

政策決定会議概要（３月１８日開催分）

日 時 令和４年３月１８日（金曜日）８時45分～９時05分

場 所 市役所本館2階 会議室


